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申
告
書
を
作
成
す
る
と
き
は

　

申
告
書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、「
復
興
特
別
所
得
税

額
」欄
の
記
載
漏
れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。「
所

得
税
及
び
復
興
所
得
税
の
確
定
申
告
の
手
引
き
」
や
申
告

書
用
紙
等
は
、国
税
庁
Ｃ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

ま
た
、
国
税
庁
Ｃ
の
「
申
告
書
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
等
を
入
力
す
る
こ
と
に
よ

り
、
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
書
な

ど
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し
た
デ
ー
タ
は
、
ｅ

－

Ｔ
ａ

ｘ
を
利
用
し
て
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
印
刷
し

た
「
書
面
」
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

税
務
署
閉
庁
日
の
提
出
方
法

　

閉
庁
日
（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
等
）
は
税
務
署
で
の
相

談
・
受
付
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
申
告
書
は
郵
便
や
信

書
便
に
よ
る
送
付
ま
た
は
税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ
の

投
函
に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

納
期
限
は
３
月
16
日
㈪

　

申
告
書
の
提
出
後
に
、
納
付
書
の
送
付
や
納
税
通
知
等

に
よ
る
納
税
の
お
知
ら
せ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
忘
れ
ず
に
、

お
近
く
の
金
融
機
関
（
銀
行
、
郵
便
局
）
ま
た
は
税
務
署

　

平
成
26
年
分
の
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
の
相
談
お
よ

び
申
告
書
の
受
け
付
け
は
、
２
月
16
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
ま
で
で
す
。

　

申
告
期
限
近
く
に
な
る
と
、
税
務
署
は
大
変
混
雑
し
、
長
時
間
お
待
ち
い
た

だ
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。
申
告
書
は
自
分
で
作
成
し
て
、
で
き
る
だ
け
お

早
め
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※ 

平
成
25
年
分
か
ら
平
成
49
年
分
ま
で
の
各
年
分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
と
併

せ
て
復
興
特
別
所
得
税
の
申
告
お
よ
び
納
付
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

復
興
特
別
所
得
税
の
額
は
、
各
年
分
の
基
準
所
得
税
額
（
原
則
と
し
て
、
そ

の
年
分
の
所
得
税
額
）
に
2.1
％
の
税
率
を
掛
け
て
計
算
し
た
金
額
で
す
。

窓
口
で
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

所
得
税
の
納
税
は
、「
振
替
納
税
」
が
便
利
で
す

　

振
替
納
税
は
、「
預
貯
金
口
座
振
替
依
頼
書
兼
納
付
書

送
付
依
頼
書
」
を
３
月
16
日
㈪
ま
で
に
提
出
い
た
だ
く
だ

け
で
、
指
定
の
預
貯
金
口
座
か
ら
振
替
納
付
日
に
自
動
的

に
納
税
が
行
え
、
金
融
機
関
等
に
出
向
く
必
要
も
な
く
、

う
っ
か
り
納
期
限
を
忘
れ
る
こ
と
も
な
い
、
大
変
便
利
で

確
実
な
納
付
方
法
で
す
。

振
替
納
税
利
用
者
の
振
替
納
付
日
は
４
月
20
日
㈪

　

振
替
納
付
日
に
指
定
口
座
の
残
高
が
不
足
し
て
い
る

と
、
振
替
納
付
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
の
で
事
前
に
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

※
預
貯
金
口
座
は
ご
本
人
名
義
の
も
の
に
限
り
ま
す
。

確
定
申
告
は
正
し
く

　

所
得
税
は
、
納
税
者
自
ら
が
税
法
に
従
い
所
得
金
額
と

税
額
を
正
し
く
計
算
し
て
申
告
す
る
「
申
告
納
税
制
度
」

を
採
用
し
て
い
ま
す
。
確
定
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
に
期
限
ま
で
に
申
告
し
な
か
っ
た
り
、
誤
っ
た
申
告
を

し
た
り
す
る
と
納
税
額
の
他
に
加
算
税
や
延
滞
税
が
賦
課

さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

個
人
白
色
申
告
の
方
は
、
記
帳
・
帳
簿
等
の
保
存
制
度
の

対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

　

こ
れ
ま
で
、
個
人
の
白
色
申
告
者
の
う
ち
、
前
々
年
分

あ
る
い
は
前
年
分
の
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
ま
た
は
山

林
所
得
の
合
計
額
が
３
０
０
万
円
を
超
え
る
方
は
、
記
帳

と
帳
簿
書
類
の
保
存
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

平
成
26
年
１
月
か
ら
、
こ
れ
ら
の
所
得
を
生
ず
べ
き
業

務
を
行
う
す
べ
て
の
方
が
対
象
と
な
り
ま
し
た
。（
所
得

税
申
告
の
必
要
が
な
い
方
を
含
み
ま
す
。）

　

保
存
制
度
や
記
帳
の
内
容
の
詳
細
は
、
国
税
庁
Ｃ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

１
秩
父
税
務
署
☎
22

－

４
４
３
３
※
自
動
音
声
案
内
２
番

国
税
庁
Ｃ
（「
国
税
庁
」
で
検
索
）

　軽自動車税は、毎年４月１日現在にバイク・軽自動車を所有している方
に課税されます。所有者が転入・転出した場合には、住所変更の手続きを、
廃棄・譲渡をした場合には、廃車や名義変更の手続きを３月末までにして
ください。手続きがされない場合は、その年度の軽自動車税は所有者に課
税することになります。また、所有者が死亡したときは、必ず名義変更な
どの手続きをお願いします。
　詳細については、下記窓口にお問い合わせください。

車　　　種 取　扱　窓　口

原動機付自転車（125㏄以下）
ミニカー　小型特殊自動車

市役所市民税課
吉田・大滝・荒川総合支所市民福祉課

二輪の軽自動車（125㏄超250㏄以下）
二輪の小型自動車（250㏄超）

関東運輸局埼玉運輸支局　熊谷自動車検査登録事務所
☎050－5540－2027（テレホンサービス）

三・四輪の軽自動車 軽自動車検査協会　埼玉事務所熊谷支所
☎050－3816－3112（テレホンサービス）

※盗難や紛失の場合は、必ず警察へ届け出てから廃車手続をしてください。
※車種により、取扱窓口が異なります。
※�軽自動車は、４月２日以降に廃車や譲渡をされても、その年度分の税金
は納めていただくことになります。
１市民税課諸税担当☎２２－２２０９

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税（
※
）

の
申
告
は
自
分
で
作
成
し
て
お
早
め
に
！

秩父税務署からのお知らせ

バイク・軽自動車の各種変更申請は３月末までに手続きを！

平成26年度　税に関する中学生の標語受賞作品　秩父市教育長賞
伝えよう　税の重さと　大切さ　　～秩父二中　３年　湯本　早紀さん～


